
 

ふくしま県産品 EC活用事業（送料・運営支援）事業者募集要項 

                                令和 3年 4月 28日 

                               福島県県産品振興戦略課 

 

１ 目 的 

県内事業者が運営するオンラインストアで販売している県産品の送料支援やオンラインスト

アの運営支援を行うことによりオンラインストアでの県産品の販売拡大を図る。 

 

２ 概 要                                

（１）支援内容 

ア 送料支援 

事業者が運営するオンラインストアにおいて販売する県産品の送料を支援します。（企業

及び団体等が小売りのために生産者から仕入れる商品は対象外。） 

※支援上限額 1社あたり 5～150万円（上限額は、販売実績等を勘案し決定します。） 

 

  イ 集客 

事務局（県委託先）が支援対象となるオンラインストアを集約した LP（ランディングペ

ージ）を制作・運営し、WEB広告等を行うことで、消費者をオンラインストアへ誘導しま

す。 

     

ウ 運営支援（※送料支援を受ける事業者のうち、希望する者のみ） 

    EC基礎セミナーやテーマ別セミナー、専門家によるオンラインストア運営に対するコン

サルティングを行います。 

※運営支援は、４０社までとなります。 

※EC基礎セミナー1回、テーマ別セミナ３回程度、専門によるコンサルティングは、１社

当たり５回程度。   

 

（２）送料支援期間 

採択決定日～令和４年１月３１日（各事業者の支援上限額に達した場合には、支援上限額に

達した日まで。） 

※令和４年１月３１日までに発送されたものが対象です。 

 

（３）支援対象 

  ア 事業者 

県内に主たる事業所を有する者 

 

イ 品 目（県産品の定義） 

① 生産、製造又は加工の最終段階を県内で行っている商品又は、②主な原材料が福島県産

であって、県外の事業者などにより製造された場合は、県内に主たる事業所を有する者

が販売を行っている商品。（食品・非食品を問いません。） 



 

  ウ オンラインストア 

    事業者が運営するオンラインストア 

※楽天市場・Yahoo!ショッピング・Amazonのオンラインモール（※非食品は対象）の及

び、国・地方自治体が行う割引キャンペーン等の支援を受けているオンラインストアを

除きます。 

※全ての商品を送料込み又は送料無料と表記して販売しているオンラインストアを除き

ます。 

 

 エ 送 料 

    支援対象のオンラインストアで販売する県産品の送料実費（クール便可） 

    ※代引手数料や梱包素材、その他の費用は、対象外。 

 

（４）精  算 

  ア 精算方法 

県の委託事業者に証拠書類を添えて実績報告書等を毎月提出してください。実績確認後、

２～３ヶ月に１回程度、口座振込にてお支払いします。 

 

３ 応募について 

（１）応募期間 

５月６日（木）～５月２０日（木）１７：００まで 

 

（２）応募要件 

  ア ２概要の（３）ア～ウを満たすこと。 

 

イ 事業者が運営するオンラインストアを集約した LP の作成に必要な情報（商品の写真デー

タ、商品説明等）を提供すること。 

 

  ウ 採択決定後、次の対応をすること。 

① オンラインストアに当該事業実施中である旨のバナーを掲載すること。（※バナーは、後

日提供します。）オンラインストアのシステム等の問題で、バナー掲載ができない場合に

は、送料無料実施中である旨の文言を掲載すること。 

② 積極的な広報を行う等、オンラインストアにおける販促活動に取組むこと。 

 ------------------------------------------------------------------------------------ 

 ※運営支援を希望する場合は、以下の要件も満たす必要があります。 

 

エ やむを得ない事情がある場合を除いて、本事業において開催するセミナー（４回程度）及

び専門家によるコンサルティング等（５回程度）を全て受講し、支援に基づく改善を実施す

る意思があること。 

 

 

 



 

（３）応募方法 

   県産品振興戦略課ホームページより、オンライン申請してください。 

 

４ 採択後の流れ 

(１)事務局より採択可否通知を６月４日頃までにメールにて送付。 

(２)オンラインストアの送料等の表記を修正し、送料無料での販売開始。 

(３)毎月、発送件数、送料額などを事務局に報告。 

(４)開始後２～３ヶ月を目途に精算。 

(５)その後、上限額に達するまで販売を継続。 

(６)令和４年３月に最終精算。 

※詳細なご案内は、採択後、改めてお送りいたします。 

 

５ その他 

（１）消費者との取引及びオンラインストア上で生じたトラブルについて、福島県は 

その責を負いません。 

(２)ご不明な点については Q&Aを確認後、事務局までお問い合わせください。 

   

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問合わせ先 

ふくしま県産品 EC活用事業事務局 

メールアドレス fukushima_ec@jimukyoku.info 

電話番号 0120-294-009 

受付時間 10:00～17:00 

（ 土・日・祝日、年末年始 2021年 12月 27日～2022年 1月 4日を除く） 

※お問合わせの受付は、5月 1日（土）からになります。 

mailto:fukushima_ec@jimukyoku.info


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


